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　会報第 60号発刊にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
　３年間を超える新型コロナウイルス感染症との長い闘いは、ウイルスの特性の変化やワクチン接種の進捗に
応じて、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る方針に大きく政策が転換され、社会経済活動の正常化に向
けた動きが各地で進んでおります。新型コロナウイルスは今後も変異を繰り返し、収束までにはさらに大規模
な感染拡大が生ずることも懸念されますが、これまでの感染防止対策を念頭に、ウィズコロナの状況を冷静に
歓迎しつつポストコロナに向けて、食品衛生協会の各種事業活動を従前に復してまいりたいと考えております。
　とりわけ、食品衛生協会事業の中核をなす食品衛生指導員の巡回指導については、コロナ禍のもとで対面
での活動が大きく制約されてきたところですが、令和５年度も引き続き「HACCPの考え方を取り入れた衛生
管理の定着と振り返り」を重点指導目標に掲げ、積極的な巡回指導活動を展開してまいります。HACCPの衛
生管理のやり方がわからないなど不明の際には、地域の食品衛生指導員に気軽にご相談ください。また、ネッ
ト環境さえあれば、いつでもどこでも空いた時間で講習会が受講できるｅラーニングを食品衛生責任者「養
成」講習に導入したところですが、「実務」講習会でも従来の日時場所を指定した集合方式に加えて、いつで
もどこでも好きなときに受講できるｅラーニング方式を選択できるよう講習手段の多様化を進めています。
HACCPをはじめとする必要な知識の習得のためにも「実務」講習会をしっかりと受講することが重要です。
　当協会では、会員の皆様のための各種事業を展開していますが、食中毒に限らず、業務遂行に伴う様々なリ
スクを幅広く補償対象とした会員のための「総合食品賠償共済」制度（あんしんフード君）の普及推進を図っ
ています。安価な掛金で大きな補償が得られ、この共済保険に加入していて本当に良かったといった感謝のお
言葉をいただくことも少なくありません。ぜひご加入されますことをお勧めいたします。食品衛生協会窓口に
お気軽にお問い合わせください。
　当協会では、引き続き茨城県や水戸市の食品衛生ご担当部局のご指導を仰ぎつつ行政との連携を図り、会員
の皆様が安心して営業継続ができるよう食品衛生の周知と衛生管理の取り組みを支援してまいります。結び
に、当協会の活動にご理解賜り今後ともご支援ご協力くださいますようお願い申し上げますとともに、営業の
ご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、会報発刊のご挨拶といたします。
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ご　あ　い　さ　つ

茨城県知事　大井川　和　彦

　茨城県食品衛生協会の皆様方には、日頃から、本県の食の安全・安心の確保に多大なご尽力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　さて、我々を長く苦しめている新型コロナウイルス感染症については、本年五月にも感染症法の「五
類」に引き下げられます。コロナと共生し社会経済活動の正常化を目指す段階へと、対策も大きな転換
期を迎えております。
　一方で昨年は、ロシアによるウクライナ侵略や世界的な物価高騰など、誰も想定しえなかった出来事
が相次いで発生し、私たちは、まさに先の見えない「非連続の時代」の只中にあります。この激動の時
代にあっては、常に挑戦する気概を持ち、今、何が求められているのかを自ら考え、新しいことに果敢
に挑戦し、未来を切り拓いていくことが極めて重要であります。
　県としましては、「挑戦」「スピード感」「選択と集中」を基本姿勢として、コロナ対策や経済対策を
速やかに実施するとともに、困難な課題も先送りすることなく取り組んでおります。
　特に、食品衛生に関しましては、全ての食品等事業者の皆様が、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に対応
できるよう、講習会の開催や施設の監視指導などを通じた効果的な支援に努めているところです。
　そうした中、貴協会におかれましては、巡回指導などを通じた技術的な支援に取り組んでいただき、
大変心強く感じております。
　また、本年は、茨城デスティネーションキャンペーンをはじめ、第四十六回全国育樹祭やＧ７茨城水
戸内務・安全担当大臣会合などが本県で開催されます。皆様方には、本県の食材を用いた料理・お土産
などによる茨城の魅力発信にも、一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げます。
　県としましては、引き続き、県民の皆様が安全・安心を実感できる食の環境づくりなどに積極的に取
り組んでまいりますので、なお一層のご支援、ご協力をお願いいたします。
　結びに、茨城県食品衛生協会の益々のご発展と、会員の皆様方のご健勝、ご活躍をご祈念申し上げま
してお祝いの言葉といたします。

令和４年　春の叙勲

　桜の季節から新緑の季節へと移りはじめた令和４年４月 29 日、内閣
府より令和４年春の叙勲受章者が発表され、茨城県食品衛生協会副会
長（当時）兼日立食品衛生協会長の早坂廣通氏が、多年にわたる食品
衛生事業の発展向上に貢献された功績により、旭日双光章を受章され
ました。
　早坂氏は、昭和 47 年より約半世紀にわたり家業の飲食店において飲
食店営業に従事し、食品取扱者として、食品協会の役員及び食品衛生
指導員として、食品衛生の重要性を認識し、率先垂範して地域の自主
衛生管理の向上と食品衛生の普及啓発に努めました。
　今回の受章の報を受けた氏は、長年にわたる周りの方々からの温か
いご指導とご支援の賜物であり、これからも一層気を引き締めて、食
品衛生の普及向上と後進の育成に努めていきますと感謝の言葉を述べ
られました。
　受章されました早坂会長には、協会員一同心よりお祝い申し上げま
す。今後ますますのご活躍をお祈りいたします。
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令和４年度食品衛生全国大会が開催されました
　東京都内において、令和４年 10月 17日・18日の２日間にわたり令和４年度食品衛生全国大会
の式典が厚生労働省と公益社団法人日本食品衛生協会の共催により３年ぶりに開催されました。
　感染防止対策がとられた式典会場では、全国の受賞者及び関係者が一同に会しお互いの栄誉を讃
えながら、気持ち新たにこれからもより一層の食品衛生普及活動に努めていくとの声がきこえまし
た。受賞された皆様方には、心よりお祝い申し上げます。　

　　（順不同　敬称略）

食 品 衛 生 指 導 員 全 国 大 会
　食品衛生協会の中核である食品衛生指導員活動のな
かで食品衛生の普及等推進に多大な貢献があった食品
衛生指導員へ、食品衛生指導員理事長表彰として全国
で 262 名の方々が受賞されました。

食品衛生功労者・食品衛生優良施設表彰
　厚生労働大臣表彰・日本食品衛生協会会長表彰とし
て全国 956 名（施設）の方々が受賞されました。

【日本食品衛生協会理事長表彰】

食品衛生指導員（８名）
橋詰　敏夫（水戸）　　　　　田川　勝尉（竜ケ崎）
柳橋　則夫（ひたちなか）　　藤岡　　充（土浦）
茂垣　一則（常陸大宮）　　　鈴木　晴雄（つくば）
須之内正夫（潮来）　　　　　中村　伸大（古河）

【厚生労働大臣表彰】

食品衛生功労者（４名）
飛田　健治（水戸）　　　　　柿岡　純一（日立）
綿引　　茂（常陸大宮）　　　松岡　嘉一（つくば）

食品衛生優良施設（１施設）
（株）えひめ飲料　茨城工場　（常陸大宮）

【日本食品衛生協会会長表彰】

食品衛生功労者（６名）
宮本　行雄（水戸）　　　　　大谷　晴規（土浦）
城内　洋二（潮来）　　　　　小野澤博司（筑西）
岩井　忠仁（竜ケ崎）　　　　植木　静子（古河）

食品衛生優良施設（５施設）
（株）丸善美野里工場	 （水戸）
極洋食品　ひたちなか工場	 （ひたちなか）
東光食品（株）常陸太田工場	 （常陸大宮）
キューピータマゴ（株）筑波工場Ａ棟	 （つくば）
イオン古河店	 （古河）

行政担当者（４名）
鈴木　優子　（潮来保健所）
小森　春樹　（県生活衛生課）
笠井　明美　（筑西保健所）
後藤　茂美　（県南食肉衛生検査所）
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茨城県食品衛生大会 令和５年１月 24日（火）
ホテルレイクビュー水戸

第 60 回

　令和５年１月 24 日、水戸市宮町のホテルレイクビュー水戸において、
茨城県の後援により第 60 回茨城県食品衛生大会を令和元年度から３年
ぶりに開催いたしました。
　式典には、大井川知事はじめ、茨城県議会石井議長、公益社団法人
日本食品衛生協会理事長（代理　塚脇専務理事）にご祝辞を頂戴し、
各関係団体代表にご来賓賜り盛大に開催することができました。開催
にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じつつ
万全体制で開催することができました。

　第 60 回大会スローガンは、

　〇ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理を日々実行しよう！ 
　〇衛生的な手洗いの普及に努めノロウイルス食中毒を防止しよう！
　〇消費者との信頼を結ぶ自主衛生管理
　　「食の安心・安全・五つ星事業」を推進しよう！
　〇ウィズコロナに向けた感染防止対策を徹底し社会経済活動の両立
　　を図ろう！

の４つです。食品衛生協会は、これからも食の安心・安全のために努力して参りたいと存じます。

　また、表彰式終了後には特別講演として茨城県中央保健所長の吉見富洋様にご講演いただきました。現役で県
立中央病院の消化器外科医としても勤務されている吉見先生だからこそ、リアルながんの治療と予防について、
健康であることの大切さをご講話いただきました。

  特別講演：「がん　保健所長として／消化器外科医として」
　		吉見先生のがん予防啓発についての動画をYouTube でも視聴が可能です。
　		右に掲載しているQRコードから視聴できますので、ぜひご覧ください。
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早期発見
早期治療
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茨城県中央保健所提供 ＂がん予防啓発チラシ＂（令和５年３月現在版）
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水戸山翠 （水戸）
魚誠 （水戸）
マルトＳＣ那珂店 （常陸大宮）
コモリ食品 （潮来）
モンブラン洋菓子店 （潮来）

イセデリカ（株）竜ヶ崎工場 （竜ケ崎）
（株）菓道第３工場 （つくば）
カスミ下館南店 （筑西）
（株）久保新 （古河）

食品衛生優良施設（９施設）

●●● 茨城県食品衛生協会長表彰 ●●●

五十嵐　　　博 （水戸）
加部東　壽　和 （水戸）
藤　岡　麻　夫 （水戸）
磯　﨑　泰　志 （ひたちなか）
磯　﨑　徳　重 （ひたちなか）
坂佐井　幸　男 （常陸大宮）
今　野　知　宏 （日立）
小　沼　久　保 （潮来）
小　沼　孝　良 （潮来）

堀　口　幸　男 （潮来）
伏　見　勝　也 （竜ケ崎）
大　貫　洋　司 （竜ケ崎）
仕　黒　光　一 （竜ケ崎）
長谷部　　　博 （土浦）
嶋　田　玲　子 （土浦）
吉　葉　紀　男 （つくば）
久保田　　　勲 （つくば）
片　見　幸　男 （つくば）

武　藤　　　誠 （つくば）
富　田　輝　男 （つくば）
岡　本　栄　一 （筑西）
佐　藤　　　昭 （筑西）
堀　越　知　昭 （古河）
木　村　　　誠 （古河）
星　　　　　昇 （古河）

食品衛生功労者（25 名）

野　口　　　孝 （土浦保健所） 海老原　恵　司 （県西食肉衛生検査所）

行政担当者（２名）

●●● 茨城県知事表彰 ●●●

藤　沼　貴　士 （水戸）
小　林　祥　一 （水戸）
宮　崎　和　彦 （水戸）
板　垣　浩　二 （ひたちなか）
清　水　愛　衣 （ひたちなか）
海　野　友　子 （ひたちなか）
寺　門　勝　一 （常陸大宮）

村　田　雅　彦 （日立）
伊勢山　雄　司 （潮来）
篠　塚　正　司 （潮来）
角　折　　　靖 （竜ケ崎）
猪　瀬　保　則 （竜ケ崎）
堀　越　恒　夫 （土浦）
小　池　　　修 （つくば）

大　城　重　夫 （つくば）
古　谷　　　清 （つくば）
上　野　　　要 （筑西）
山　中　　　章 （筑西）
斉　藤　哲　生 （古河）

食品衛生功労者（19 名）

（順不同　敬称略）

　今大会で受賞された 92 名 23 施設の方々は次のとおりです。
　心よりお祝い申し上げます。

栗原商事（株）ビーフセンター （水戸）
大洗ゴルフ倶楽部 （水戸）
須藤鮮魚店 （水戸）
（株）塩屋 （ひたちなか）
そば処　ますこ庵 （常陸大宮）
（株）かわねや菅谷店 （常陸大宮）
マルトＳＣ滑川店 （日立）

創懐食　さが伴 （潮来）
ＴＡＩＫＡＲＯ　たいかろう （竜ケ崎）
源　髙須水産 （竜ケ崎）
Ｓ・Ｔｅｃフーズ　（株）つくばファクトリー（土浦）
ル・アンジェ （筑西）
魚武 （筑西）
大晃食品（有） （古河）

食品衛生優良施設（14 施設）

〈
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林　　　順　一 （水戸）
石　井　盛　志 （水戸）
平　沢　尚　之 （水戸）
関　根　忠　好 （ひたちなか）
木　村　俊　一 （ひたちなか）
茅　根　和　史 （常陸大宮）
中　野　康一郎 （日立）

武　田　太　志 （日立）
春　谷　健　次 （潮来）
酒　井　桂　子 （潮来）
藤　島　泰　男 （潮来）
相　良　　　進 （竜ケ崎）
坂　本　一　男 （竜ケ崎）
羽　富　清　子 （つくば）

鈴　木　一　徳 （つくば）
広　瀬　友　信 （筑西）
神　郡　浩　之 （筑西）
荒　木　喜　重 （古河）
坂　野　浩　通 （古河）

茨城県食品衛生協会長感謝状（19 名）

●●● 食品衛生推進員・食品衛生指導員に対する表彰●●●

所　　　精　次 （水戸）
北　中　清　文 （ひたちなか）
中　原　宏　三 （常陸大宮）
長谷川　忠　雄 （日立）

田　澤　良　夫 （潮来）
橋　本　正　己 （潮来）
飯　村　玉　代 （竜ケ崎）
雨　貝　政　史 （土浦）

小松原　和　良 （つくば）
中　野　　　昇 （筑西）
田　中　一　男 （古河）

知事感謝状（11 名）

小　幡　みゆき （水戸）
萩　谷　昇　厚 （ひたちなか）
田　口　憲　一 （ひたちなか）
吉　原　義　博 （常陸大宮）
山　縣　敏　史 （日立）
鷹　岡　善　澄 （日立）

五乙女　　　一 （潮来）
山　本　宗　男 （潮来）
森　口　章　弘 （竜ケ崎）
松　田　征　治 （竜ケ崎）
黒　田　　　肇 （土浦）
廣　瀬　光　一 （つくば）

中　野　寿　子 （筑西）
林　　　秀　生 （筑西）
上　坂　美津子 （古河）
風　見　照　子 （古河）

保健医療部長感謝状（16 名）

　食品衛生法第 67 条に規定されている『食品衛生

推進員』の委嘱状交付式及び講習会が、令和４年

７月８日に茨城県庁９階講堂において開催されま

した。茨城県では平成８年から推進員が設置され、

任期を２年毎とし今回で 14 回目の委嘱となりまし

た。食品衛生推進員は、食品営業者の相談対応や

巡回指導など自主衛生管理の推進と、食中毒予防

広報事業等を実施して食中毒などの未然防止に努

めています。令和３年に食品衛生法が改正され、

新規推進員だけでなく継続委嘱された推進員も改

めて食品衛生法について学ぶ機会にもなりました。

　令和４年７月１日から２年間、1,069 名が県内各

地で地域の食品衛生向上のための活動を行ってま

いります。

大井川知事より 1,069 名の食品衛生推進員に委嘱状が交付されました
～茨城県の食の安全・安心確保のため活動します～
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　食品衛生法の改正に伴い営業許可制度が見直され、密封包装食品製造業が新設されました。「密封包装食品製
造業」は、その保存に冷凍又は冷蔵を要しない密封包装食品を製造する営業と規定されていますが、厚生労働省
が定める食品は許可の対象から除外されます。なお、許可を除外された密封食品を製造する場合は、管轄の保健
所に営業届出をする必要があります。
　今回、密封包装食品製造業の許可を要しない（営業届出対象）食品が、新たに追加されましたのでお知らせします。
　※届出営業に該当する業種を複数営んでいる場合は、代表的な業種の届出をしてください。
　※既に代表的な業種を届け出ている場合は、追加の届出は不要です。

【営業届出期間と経過措置】
　営業届出対象となる密封食品の製造の営業届出には、経過措置が設けられています。施行日（令和５年１月19日）
時点の許可取得状況で、営業届出期限日や対応が変わります。
　１．「密封包装食品製造業」の許可を取得していない方
	 →令和５年７月31日までに営業届出を行ってください。
　２．旧法の「缶詰又は瓶詰食品製造業」の許可を取得している方
	 →営業許可の有効期間満了日までに営業届出を行ってください。
　３．「密封包装食品製造業」の許可を取得している方、又は許可を申請中の方
	 →施行日に営業届出を行ったものとみなされるため、手続きは不要です。

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について
～密封包装食品製造業の許可を要しない食品が新たに追加されました～～密封包装食品製造業の許可を要しない食品が新たに追加されました～

茨城県保健医療部生活衛生課　食の安全対策室密封包装食品製造業の対対象象食食品品
が令和５年１月 日に変わりました

●玄米
●麦類
●コーヒー生豆
●茶
●茶の代用品※１

●乾燥雑穀類
●乾燥豆類
●干しいも
●乾燥海藻類（「焼きの
り」を含む。）
●液糖
●乾燥くずきり
●乾燥スパイス類
●乾燥ハーブ類
●塩
●調理ルウ類

※営業届出には経過措置を設けています！

営業届出の対象となる食品

＊赤字が新たに追加された食品

密封包装食品を製造する事業者の皆さま

【省令第 条の に定める食品】

詳しくは裏面へ！

※３「水産製品製造業」や「食品の小分け業」の許可が必要な場合があります。

食品衛生法施行規則（以下「省令」）が改正され、「密封包装食品製造
業」の許可を要しない食品が新たに追加されました。
下記の食品を密封包装する場合は、管轄の保健所に営業届出をする必要が
あります。
※ 届出営業に該当する業種を複数営んでいる場合は、代表的な業種の届出をしてください。
※ すでに代表的な業種を届出ている場合は、追加の届出は不要です。

今後もご要望に応じて省令に食品を追加
することについて検討します。
追加の手続きはこちら▼

要届出業種

要許可業種

◆ 密封包装食品（省令第 条
の に規定する食品を密封
包装したもの）の製造を行
う営業者

◆ 密封包装食品（営業届出の対
象となる食品を除く。）の製
造を行う営業者

営業許可申請が必要

営業届出が必要

【 】

※２ 生鮮のものとゆでたものを除く。
※１ 乾燥品に限る。

●精米
●そばの実
●焙煎コーヒー豆
●焙煎麦
●乾燥きのこ類（「乾ししい
たけ」を含む。）
●乾燥種実類
●はちみつ
●落花生※２

●節類、削節類※３

●加工ごま類
●乾燥スープ類
●乾燥タピオカ
●乾燥パン粉
●ゼラチン
●焼ふ

●顆粒状または粉末状の食品
●顆粒状または粉末状の食品を圧縮成形した食品
●顆粒状または粉末状の食品をカプセルに入れた食品
●上記に列挙する食品を混合した食品
●食酢
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【密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続きについて】
　厚生労働省では、密封包装食品の許可対象から除外される食品の追加について、引き続き検討
を行っていますので、食品の追加の要望がある場合には、必要資料を準備していただき、要請手
続きを行ってください。
　追加の手続きについては右のQRコードから手続きしてください。
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01_00005.html

【その他】
　営業届出に係る手続きの詳細は、管轄の保健所にお問い合わせください。

【食品衛生申請等システム】

【システムに関するお問い合わせ】
厚生労働省のホームページに記載のヘルプデスクにお問い合わせください。

営業届出の手続き期間と経過措置

手続きが必要です

手続きは不要です

新たに省令に追加された食品を密封包装
する場合は、営業届出が必要です。

パターン

１
施行日の時点で、「密封包装食品製造業」
の許可を取得していない方

令和５年７月 日までに
営業届出を行ってください

パターン

３
施行日の時点で、
＊ ｢密封包装食品製造業｣の許可を取得している方
＊「密封包装食品製造業」の許可を申請中の方

施行日に営業届出を
行ったものとみなされます

※詳細は申請先の保健所にお尋ね下さい

パターン

２
施行日の時点で、旧法の「缶詰又は瓶詰
食品製造業」の許可を取得している方

営業許可の有効期間の満了日まで
に営業届出を行ってください

旧法下では
許可不要

要届出
（経過措置）

届出営業密封包装食品製造業の対象
（許可取得無し）

第３次施行日
年６月１日

公布日（施行日）
年１月 日

経過措置終了
年 月 日

経過措置（許可の取得まで３年）
※令和元年政令第 号第９条による経過措置

旧法に基づく缶詰又は瓶詰食品製造業を取得（有効期間満了まで営業可）
※令和元年政令第 号附則第２条による経過措置

有効期間満了までに要届出

※省令に追加されていない食品を密封包装する場合は、引き続き「密封包装食品製造業」の許可の対象です。

第３次施行日
年６月１日

公布日（施行日）
年１月 日

届出営業

密封包装食品製造業

密封包装食品製造業の
許可申請※

※許可・不許可処分がなされていないものに限る

届出営業

第３次施行日
年６月１日

公布日（施行日）
年１月 日

届
出
手
続
不
要

【
み
な
し
届
出
】

（厚生労働省HP）
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令和 4年食中毒発生状況（茨城県内（水戸市を含む））令和 4年食中毒発生状況（茨城県内（水戸市を含む））
茨城県保健医療部生活衛生課　食の安全対策室

食の安心 ・ 安全 ・ 五つ星事業

2022

☆従事者の健康管理実施店
　→従業員から食品等を介する食中毒等の発生防止に努めるため、毎年健康診断および

検便検査を実施

☆食品衛生講習会受講店
　→毎年、食品衛生に関する講習会を受講し、年２回以上、従業員への衛生教育を実施

☆衛生害虫等の駆除対策
　→衛生害虫等を媒介とした事故防止に努めるため、年２回以上、駆除を実施

☆食品衛生管理記録実施店
　→管理記録簿に、日々の食品衛生に関する事項を記録

☆食品賠償責任保険加入店
　→万が一の食中毒事故等に備え、食品賠償責任保険に加入

☆お問い合わせは、（公社）茨城県食品衛生協会または最寄りの食品衛生協会へ

参加店数	 1 ,003店舗
五つ星取得店数	 395店舗

令和３年度
五つ星事業　参加店

卓上掲示型・壁面掲示型をご用意してあります！卓上掲示型・壁面掲示型をご用意してあります！

１．事件数　　　　５件
２．患者数　　　　29名
３．原因となった施設の種類　飲食店　５件
４．原因物質　カンピロバクター・ジェジュニ　３件
　　　　　　　ノロウイルス　１件
　　　　　　　アニサキス　　１件

 食肉の生食による食中毒にご注意を！

　毎年加熱不足の食肉等により食中毒が発生して
います。食肉には腸管出血性大腸菌やカンピロバ
クターのような病原性のある細菌が付着したり、
人に害を与える E型肝炎ウイルスや寄生虫に感染
している場合がありますので、よく加熱し取り扱
いには十分注意しましょう。

 アニサキスによる食中毒にご注意を！

　アニサキスは寄生虫（線虫）の一種です。サバ、
アジ、カツオ、サケ、イカなどの魚介類に寄生し
ます。予防には冷凍（－ 20℃で 24時間以上）・加
熱調理が最も効果的です。新鮮なうちに内臓を取
り去ることも効果的です。

 ノロウイルスによる食中毒にご注意を！

　年間の食中毒の患者数の約半分はノロウイルス
によるものです。ノロウイルスは感染力が強く、
大規模な食中毒など集団発生を
起こしやすいため、手洗いを励
行し、ノロウイルスによる食中
毒を予防しましょう。

　日頃お店で取り組んでいる食品衛生対策が、消費者の方々にわかりやすいかたちで提供されることは、ご利用
いただくお店を選ぶ上で大変重要な情報です。
　当食品衛生協会では、五つの重要な食品衛生対策をしている店舗にHACCP（ハサップ）対応型プレートを消
費者の方々にわかりやすい場所に掲示する事業を推進しております。
　ハサップに対応していることの証としてご活用いただき、消費者の皆さまにはお店を選ぶにあたっての目安と
していただけるよう、多くの食品事業者の皆さまのご参加をお待ちしております。
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県 食協内 だより

正しい手洗いを身に着けよう！ ひたちなか食品衛生協会

　令和４年８月 19 日（金）にひたちなか市にある児童施設から依頼を受け、手洗い教室を開催しました。当会
の手洗いマイスターも久々の依頼でドキドキしつつ、楽しく子ども達が正しい手洗いを身に着けてくれるよう、
手洗いの必要性・手の洗い方・汚れの落ちにくい部分を、身振り手振りと大きな声で説明しました。生徒たちは、
手洗いマイスターの説明を一生懸命聞いてくれました。実際に普段通りの手の洗い方を手洗いチェッカーで汚れ
が残っていないか確認した後には、「ダメだーーー！」「もっと洗うーーーーー！」ともはや競争のようになって
しまいましたが、楽しく熱心に手洗い教室に参加してくれました。手洗い教室の最後には、頑張って手洗いして
くれた事と、これからもしっかり手洗いしてね！の気持ちを込めて、手洗いマイスターから参加してくれた生徒
へ【修了証】【手作りのひまわりウチワ】【手洗い出来たねメダル】の３点を記念品として一人一人に渡しました。
記念品をもらった生徒たちは大喜びしてはしゃいだり、はにかんだり、とっても可愛い生徒さんでした。そんな、
生徒たちを見て手洗いマイスターもやる気が一気に上がりました。今後も、様々な場面で正しい手洗いを進めら
れるよう手洗いマイスターは頑張ります！

～県食品衛生協会から～
　ひたちなか食品衛生協会の手洗い教室のお手伝いに参加させていた
だきました。手洗いマイスターのわかりやすい指導は、生徒たちの参
加意欲を向上させていました。県食品衛生協会としても正しい手洗い
を普及するために、もっと手洗いマイスターの方に手洗い教室を開催
していただきたい。そのためにはどうすれば？と改めて考えるきっか
けとなり、この度県食品衛生協会では各食品衛生協会で使用できるよ
う【正しい手洗いポスター】を手の汚れがどこに付着しやすいか説明
するため手のパネルを作
成しました。今後は、手
洗い教室の一つのツール
として全食品衛生協会で
使用し、正しい手洗いを
普及してまいります！

作成した手洗いポスターとパネル（見本）
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令和４年度古河食品衛生協会の活動デジタル化について 古 河 食 品 衛 生 協 会

ｅラーニングでの「実務者講習会」を開催
　永らくのコロナ禍により、食品衛生責任者〔実務〕者講習会が実施できずにいましたが、この度、（公社）茨
城県食品衛生協会のご指導のもとに開催することができました。
　今年度は、多くが食品衛生責任者も兼ねている食品衛生指導員に受講をしていただき、その地区の営業者にも
【eラーニング方式】の利便性を広く伝えてもらうという趣旨のもとに開催いたしました。

３年ぶりに開催！！食中毒予防キャンペーン 常陸大宮食品衛生協会

　新型コロナウイルス感染症により中止となっていた『ふるさとまつりおおみやふれあい広場』が令和４年１１月
３日（木）、常陸大宮工業団地グランドにおいて３年ぶりに開催され、ひたちなか保健所と共に食中毒予防啓発
活動を実施しました。手洗い等のパネルの展示・手指のATP拭取り検査体験・啓発グッズの配布を行いました。
ATP拭取り検査体験者には、子ども向けにタベルマンと手洗いのぬりえにミニ色鉛筆をセットにしたもの、ミニ
タオル等を配布し好評でした。ATP拭取り検査体験をした多くの人が基準値より数値が高く、特に小さいお子さ
んの数値が高いことに保護者の方が驚いていました。当会の手洗いマイスターが手洗いの大切さと、正しい手洗い
の仕方を指導すると、子どもたちが「お家に帰ったらきれいに手を洗います‼」と言ってくれました。
　「食中毒を予防しよう！基本は手洗い！！」を合言葉に食中毒だけでなく、感染症予防にも手洗いが重要だとい
うことを、これからも指導をしていきたいと思います。

ドンドンドン♪手洗い出来ているかな⁉「手洗いチェック」を行いました！ 筑 西 食 品 衛 生 協 会

　結城市民祭「祭りゆうき2022」が令和４年10月29日・30日と開催さ
れました！「祭りゆうき」は踊りやダンスをメインに多種多様なイベ
ントブースが設けられ開催される結城市最大のお祭りです。筑西食品
衛生協会も、筑西保健所とともにこのイベントに出展しました。
　イベント当日は晴天に恵まれ、隣接するJA北つくばが「農業まつ
り」会場となっていた事も相まって大変な賑わいでした。
　物販・ダンスステージ等が催されるなか、行政・団体コーナー内で
「手洗いチェック」を行いました。子ども達に人気のある色とりどり
の風船を膨らませながら、指導員から積極的な参加を会場に流れる楽
しい音楽とともに声掛けをし、76名の方に手洗いチェックにチャレンジしていただきました！
　専用のローションを手にまんべんなく塗った後、いつも通りに手洗いを行い、最後にブラックライトに照ら
し洗い残しが無いか確認しました。参加した小学生は、自分の洗い残しを発見して「わーっ‼！全然洗えてな
いーーー‼」と、驚いて声をあげていました。
　ご家族連れや、子ども達が熱心に参加していただきました。
　また、もっと大人の方にも参加してもらうために積極的なアプローチをどのようにすれば？と次回参加する際
の課題点も浮かび上がりましたが、今後の活動を通し良い方法を見つけていこうと思います。
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　早速、通知が届くとインターネット上で受講申込みし、申込みしたその日の内に
修了された方も数名いて、準備した事務局は胸をなでおろすことができました。
　初めての試みのため、申込方法から受講方法まで多数問い合わせがありました
が、普段指導員として活躍されていてお名前もお顔も判る方がほとんどなので、気
負うことなく対応することができ、事務局としても一般営業者の方からの問合せが
あった際の練習となりました。自分の好きな時間帯でじっくり受講できて良かった
等の感想もいただきました。

　また、インターネット環境が整っていない、操作不慣れなため受講が難しい
方には、古河保健所衛生課のご協力のもとに、３月６日に会場での集合型講
習を２回に分けて実施し、講習内容は実務者講習会用のテキスト使用し、「e
ラーニング講座」と同じ内容としました。実施結果については、食品衛生指導
員店舗122名のうち、３月６日現在での受講者はeラーニング講座28名、集合式
講座42名です。e-ラーニングの受付期間は２/１～３/31までとしております。
　今回の実施結果をもとに、食品衛生責任者が受講しやすい環境を整え、定期的に実施していけたらと考えてお
ります。

【zoom】での講演会を開催して
　当支部には、製造メーカー・大手スーパーの事業所で形成された特別支部があり
会員40社で構成し活動しています。２年間見送られていた「講演会」をzoomで開催
しました。
　令和５年２月17日に日本菓子BB協会前常務理事	天野泰守先生にお客様対応で
培った経験を活かし「カスハラに負けないクレーマー対応の考え方」という演題で
ご講演頂きました。皆さん熱心に聴講し、講義後の質疑応答も活発で無事に終了す
ることが出来ました。Zoomでの開催はうまくいくか心配していましたがしたが、今後はまた開催方法にこだわら
ず定期的に研修等実施で様々な知識向上に努めていきます。

水戸食品衛生協会
水戸市笠原町 993 － 2

（中央保健所内） 310 － 0852

TEL  029-244-3164
FAX  029-244-3174

水戸市笠原町 993 － 13
（水戸市保健所内）

TEL  029-306-6685
FAX  029-241-0355

ひたちなか食品衛生協会 ひたちなか市新光町 95
（ひたちなか保健所内） 312 － 0005 TEL  029-265-5350FAX

常陸大宮食品衛生協会 常陸大宮市姥賀町2978－1
（ひたちなか保健所常陸大宮支所内） 319 － 2251 TEL  0295-53-5476

FAX  0295-52-2865

日立食品衛生協会 日立市助川町 2 － 6 － 15
（日立保健所内） 317 － 0065 TEL  0294-24-5898FAX 

潮来食品衛生協会 潮来市大洲 1446 － 1
（潮来保健所内） 311 － 2422 TEL  0299-66-4805FAX 

潮来食品衛生協会鉾田支所 鉾田市鉾田 1367 － 3 鉾田合同庁舎分庁舎内１階
（茨城県潮来保健所鉾田支所内） 311 － 1517 TEL  0291-32-4602FAX 

竜ケ崎食品衛生協会 龍ケ崎市光順田 2983 － 1
（竜ケ崎保健所内） 301 － 0822 TEL  0297-62-8747

FAX  0297-86-8743

土浦食品衛生協会 土浦市下高津 2 － 7 － 46
（土浦保健所内） 300 － 0812 TEL  029-822-4127

FAX  029-883-0107

つくば食品衛生協会 つくば市松代 4 － 27
（つくば保健所内） 305 － 0035 TEL  029-851-9320FAX 

筑西食品衛生協会 筑西市二木成 615 筑西合同庁舎１階
（筑西保健所内） 308 － 0841 TEL  0296-22-6497FAX 

古河食品衛生協会 古河市北町 6 － 22
（古河保健所内） 306 － 0005 TEL  0280-31-5802FAX 

公益社団法人 茨城県食品衛生協会
会　長　米　川　幸　雄

〒310−0852　茨城県水戸市笠原町600−44　茨城県食品衛生センター
TEL 029−241−9511　FAX 029−241−8372　URL　http://www.ib-syoku.jp/
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食品衛生協会の会員だけの共済制度食品衛生協会の会員だけの共済制度
「あんしんフード君（総合食品賠償共済）」にぜひご加入ください！「あんしんフード君（総合食品賠償共済）」にぜひご加入ください！

　各食品衛生協会では、協会員の経営安定化のため、安価な掛金で
補償の手厚い「あんしんフード君」の加入をお勧めしています！

県内の共済金支払い事例

事故発生日 業　種 事故区分 年間掛金 事故状況
被害者数
（名）

共済支払金額

2018.12.16
（支払いは 2021 年）

飲食店 アニサキス 8,500 円

提供した料理によるア
ニサキス食中毒。被害
者はアニサキスアレル
ギーを発症し、精神的
苦痛に対する慰謝料約
210 万円を含む損害賠
償金を支払った。＊

1

2,638,087 円
（内、弁護士費用として

336,270 円）

2022.１.６ 飲食店 施設 11,000 円

施設の設備の一部が強
風によって飛散してし
まい、お客様の車両に
接触し破損させた。

－ 　558,861 円

2022.６.５ 飲食店 業務 9,400 円
従業員が誤って熱湯を
こぼしてしまい、お客
様に火傷を負わせた。

1 　336,358 円

2022.９.７ 飲食店 黄色ブドウ球菌 11,000 円
提供した弁当による食
中毒

3 　105,662 円

2022.３.１ 食品製造業 リコール費用 24,100 円

製造販売した原材料表
示に記載漏れがあり、
喫食した子供がアナ
フィラキシーショック
をおこした。

１ 　		95,328 円

＊提供した料理を喫食したお客様の体内からアニサキスが発見されました。アニサキスは内視鏡により除
去され、解決したと思われましたが、後に魚介類を喫食した際に、アナフィラキシーショックを発症し
ました。病院での検査の結果、お客様はアニサキス食中毒を原因にアニサキスアレルギー
に罹患したことが判明。示談に向けて被害者、営業者ともに弁護士委任することとなり
ました。事故から約3年間交渉を行い、慰謝料約210万円にて示談となりました。通
常軽傷で済む食中毒であっても、お客様の体質等によっては高額支払いにつながる可能
性があります。

　（公社）日本食品衛生協会では、会員の皆様の利便性を図るべく食品営業賠償共済の管理システムを新しく
するための準備をしています。
　新管理システムでは、ペーパーレス化・共済掛金電子決済可能・協会費年払い同時徴収可能
となります。ペーパーレス化・共済掛金電子決済には携帯電話番号を利用した SMS機能が必
要となります。今後、食品衛生協会では契約継続時に携帯電話番号を登録したい旨の説明をい
たしますので、ご理解いただき登録のお手続きにご協力いただきますようお願いいたします。

新システム移行に関してのお願い
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　茨城県食品衛生協会では、令和３年度より食品衛生責任者養成講習会についてｅラーニング方式を導入しまし
た。会場集合型の講習開催が難しく、それに反し食品衛生法改正による届出営業にも食品衛生責任者の設置が義
務付けられ受講希望者は増加し受講したくても出来ない状況がしばらく続きました。
　受講希望者救済と利便性を考慮し（公社）日本食品衛生協会が構築したｅラーニング方式を全国食品衛生協会
に先駆けて導入しました。
　当初ｅラーニングの需要は数えるほどしかないのでは？と協会内でも様々な意見が出ましたが、蓋を開けてみる
と瞬く間に受講者数が増え、現在は毎月会場集合型と同数近くの方がｅラーニング方式で講習修了されています。
　ｅラーニング方式の魅力は、【いつでも、どこでも、自分のライフスタイルに合わせて受講を進めることがで
きる】【受講料の支払方法がクレジット払い・コンビニ払いの選択が可能】です。
　令和５年２月からは、食品衛生責任者《実務者》講習会でもｅラーニング方式を導入しました。受講方法が選
択出来ますので、食品衛生責任者に設置されている方は、県内食品衛生協会から受講開催通知が到着した際には
ぜひ受講いただきますようよろしくお願いいたします。

【食品衛生責任者】についての講習会

ｅラーニングの導入状況についてｅラーニングの導入状況について

名　　称 食品衛生責任者養成講習会 食品衛生責任者実務者講習会

対　　象 食品衛生責任者の資格をもっていない方
（講習免除資格：栄養士・調理師・製菓衛生士など） 施設において食品衛生責任者として設置届出されている方

開催方式 会場集合型 ｅラーニング 会場集合型 ｅラーニング
講習時間 約6時間 約3時間

修了証書 受講修了日当日に交付 修了後、協会10営業日以
内に発送 各食協で管理 講習修了後データ（PDF）

ダウンロード
受講料 10,000円（10％税込） 3,000円（10％税込）

申　　込
協会所定の申込書に必要事
項記入の上を送付
（電話申込不可）

インターネット 店舗を管轄する食品衛生協会から開催通知が送付される。

　会場集合型の食品衛生責任者養成講習会については、水戸会場（茨城県市町村会館）・土浦会場（霞ヶ浦環境
科学センター）の２会場を中心に月３回のペースで開催しました。新型コロナウイルス感染症の終息が見えない
なか、会場の人数を制限しながらの開催でしたが、令和 4年度中に約 1,500 名を超える方が資格を取得されました。
平成 18 年度から茨城県食品衛生協会が茨城県の指定を受け 17 年が経過しましたが、これまで受講生の皆様のご
協力のもと大きなトラブルもなく、令和 5年 2月末時点で 45,000 名が受講修了となりました。
　開催実施団体として、食品衛生の基礎を学び知識を蓄えていただく重要な講習会を今後も円滑に実施してまい
ります。

　

　お昼休み時間には【食品衛生責任者自主衛生管理記録簿】を 2,000 円（10%税込）で販売しています。HACCP
制度化に伴う簡易記録の仕組みがわかり、講習時にも講師の先生から記録についての説明がされ今後の食品衛生
管理に役立ちますのでぜひ購入して自店の衛生管理を充実したものにしていきましょう！

食品衛生責任者養成講習会　～会場集合型の現場から～食品衛生責任者養成講習会　～会場集合型の現場から～

【土浦会場での様子】
３人掛けテーブルを2人で使用し、間隔を開けて配席
する、休憩時間に喚起を実施する等感染症予防対策を
講じて開催しています。

【養成】講習（ｅラーニング） 【養成】講習（集合型） 【実務者】講習（ｅラーニング）

●資格をもっていて食品衛生責任者に設置されている方
↓

●資格をもっていない方
↓
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Ｓマーク（標準営業約款制度）をご存知ですか？
　このマークのある「理容店」「美容店」「クリーニング店」「めん類飲食店」「一般飲食店」は、
厚生労働大臣の認可を受けた約款に基づき営業している安全・安心なお店です。
　Ｓマーク登録店では、	 ■　サービス・メニューについて表示しています。
	 ■　資格者の氏名を表示しています。
	 ■　万が一の事故の場合、賠償するための保険に加入しています。
	 ■　業種ごとに定められた様々な基準を遵守しています。
Ｓマークは消費者の皆様にご利用いただく際の安全・安心の目印です。
登録店には標識が掲出されています。
　　　問合先　（公財）茨城県生活衛生営業指導センター	 ☎	029（225）6603
	 Ｅ -mail:ibarakicenter@seiei.or.jp

動物を飼っている皆様へ動物を飼っている皆様へ
❶ 犬の登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（毎年１回）を受けましょう。
❷ 犬や猫の避妊・去勢手術を受けましょう。
❸ 愛犬や愛猫にマイクロチップをつけましょう。
❹ 排泄物の処理を適切に行いましょう。
　　愛犬・愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所（公園、道路など）や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。
❺ 動物は、愛情をもって最後まで飼いましょう。

日本食品衛生協会メールマガジン
「食品衛生指導員向けメールマガジン」登録のご案内

（公社）日本食品衛生協会では
◦食品衛生に関する最新情報
◦各種講習会の開催情報
◦食品衛生関係図書の発刊案内　など
皆さまのお役に立つ情報を
いち早くお知らせするためメールマガジンの
配信サービスを行っております。
是非ご登録ください。

情報がメール情報がメール
で届きます !!で届きます !!

食品衛
生の情

報満載

メルマガ配信メルマガ配信

日食協HPにアクセスして登録できます

http://www.n-shokuei.jp

検便検査、食品検査、水質検査、放射能検査

HACCP 導入支援、JFS 監査および適合証明など

-環境営業部 水戸営業所 -
〒311-4151　茨城県水戸市姫子1-101-5
TEL (029)253-9788　FAX (029)254-4769

茨城県食品衛生協会員の皆様方のパートナーとして

「食の安全・安心」を支えるために、検査を行っています

製製品品のの自自主主検検査査やや業業務務用用のの井井戸戸水水等等ににおおけけるる検検査査ななどど

ISO901:2008

JQA-QM8394

（一財）茨城県薬剤師会検査センター
水戸市笠原町978-47 TEL.029-306-9086

そそのの他他のの検検査査もも承承っってておおりりまますす。。おお気気軽軽ににごご相相談談くくだだささいい。。

《《食食品品検検査査項項目目》》 ・食品添加物検査

・残留農薬検査

・栄養成分検査

・賞味期限設定検査

・食中毒原因菌検査

・調理場の衛生管理

・異物同定検査

・放射性物質検査


